
令和8年5月29日（金）
15:00～17:00(開場14:45)
　 ⾃治会館講堂

5月
29日
金曜

新潟県
主催

官民連携
空き家対策イベント

イベント概要

「にいがた空き家管理活用サ

ポーター制度」の趣旨共有と

官民連携強化を目指します

開催詳細

お問合せ

新潟県土⽊部都市局都市政策課 ngt160010@pref.niigata.lg.jp

プログラム

 （１）「にいがた空き家管理活用サポーター制度」について
 （２）サポーターによる取組発表
 （３）サポーター、市町村、関係団体等との意見交換

025-280-5855



　令和８年１月から、空き家の啓発、相談、流通、利活用、管理、除却などの取組を行うことがで

きる団体及び個人を「にいがた空き家管理活用サポーター」として、県に登録する制度を創設。

　所有者が売買、除却、活⽤、管理等の⼿続きを円滑に⾏えるように、相談窓⼝となるサポーター

を「⾒える化」し、市町村の様々な空き家対策を支援。

(1) 登録の流れ（要綱第３条）

　　①登録希望者が県に登録申請書を提出

　　②県が内容を審査し登録決定通知等を行う

　 ③登録決定後、県ホームページに掲載

(2) 登録できる団体・個人について（要綱第２条(３)）

　会社法による会社、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法

人、公益財団法人、特定非営利活動法人等と法人格のない任意の団

体又は個人で、以下の条件に合致するもの

　ア　県税に未納がない

　イ　県と市町村が取り組む空き家対策を理解し、連携できる

　ウ 空き家に関する業務について新潟県内で実績等がある 等

にいがた空き家管理活用サポーター（想定） (3) 募集期間

　　随時募集

(4) 登録申請について

　 電子申請、メール、郵送により申請可能
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○令和８年５⽉21⽇時点での登録状況（49者）

不動産 ２８

コンサルティング

（相談窓口）
８

建築士 ７

建設業 ２

司法書士 ２

土地家屋調査⼠ １

行政書⼠ １

○県ホームページで登録者を公開

にいがた空き家管理活用サポーターとは

登録希望者
（団体・個人） 県

①申請
③県ホーム
ページに掲載

②登録決定

空き家
相談窓口

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/toshiseis

aku/niigata-akiya-supporter-soudan.html
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